
令和元年台風１９号で発生した
災害廃棄物の処理支援について

（一社）埼玉県環境産業振興協会
専務理事 半田順春
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令和元年１０月１２日から１３日にかけて
台 風 １ ９ 号 の 影 響 に よ り 埼 玉 県 内 で は
多 く の 河 川 で 堤 防 決 壊 等 が 発 生 し
多 数 の 家 屋 等 が 被 災 し た 。

被害の大きかった東松山市及び坂戸市から
「 地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る
災 害 廃 棄 物 の 処 理 等 に 関 す る 協 定 書 」
（ 平 成 １ ６ 年 度 に 当 協 会 と 埼 玉 県 で 締 結 ）

に基づき協力依頼があり、支援を行った。
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協定の概要
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④協力事業者名簿提供

①協力要請（第３条） ②協力要請（第４条）

③協力会員報告（第６条）
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④協力事業者名簿提供

⑤協力事業者に業務委託
会員事業者



支援経過
10/10(木) 県から協会に連絡

台風１９号に備えた準備について
協会から地区班長等に連絡

災害時の初動緊急対応に係る地区班長・副班長（県内４地区に各３人、１２人）に
電話及び文書で対応準備要請

10/13 (日)  災害発生
12:17 県から協会に連絡

東松山市正代で都幾川が氾濫し災害廃棄物が発生し、仮置場の設置を検討中
協会に何らかの協力依頼がある可能性大、対応を準備してもらいたい

会長及び地区班長・副班長に連絡
10/14(祝日) 関係者（県、東松山市、協会）で情報共有

15 協会で現地調査
東松山市西本宿仮置場で支援活動開始

17    坂戸市石井水処理センター仮置場で支援活動開始
21    坂戸市旧北坂戸小学校仮置場で支援活動開始

11/15 坂戸市での支援活動終了
26 東松山市坂東山仮置場で支援活動開始

12/27 〃 終了

※ 東松山市西本宿の支援活動は今後も継続予定
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東松山市 西本宿仮置場 1.10.14開設

（一般廃棄物最終処分場跡地 土）東松山市西本宿２４００－１

市民による直接搬入

支援期間 令和元年１０月１５日～１２月 日

支援会員数 ９社

経過 10/14      仮置場開設

10/15 協会で現地調査

・分別されずに混廃状態で４００～５００m3が保管

・搬入待ちの多数の車列

・仮置場における選別、搬出等について支援要請

・ハサミ（.25）４～５台、ダンプ２ｔ／４ｔ各１台、パッカー車５台必要と現地で判断

・協会調査で協力可能と回答のあった会員に電話で人員・機材の提供を要請

13：30 支援活動開始 ハサミ（.25）１台、コンテナ車１ 台

10/16 ハサミ（.25）2台、ハサミ（.45）2台 コンテナ車１台 パッカー車 3台
10/23 仮置場の状況調査

・ハサミで混廃物の分別作業

・可燃物、木くず、家電、畳、金属等が粗選別されて保管

・可燃物及び木くずを搬出・処理

・市民等が搬入した災害廃棄物の総量は、概算で３０００～４０００m3
・災害廃棄物の量は、現時点では算出困難とのこと

11/29 処理困難物を除き搬入された災害廃棄物の処理がほぼ終了

※ 市は今年度末まで市民等の搬入を受入れる方針
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被害状況（令和２年１月２０日現在）

東松山市 坂戸市
人口 ９２，１８７人 １０１，４５６人

災害河川 都幾川、他 越辺川、他

死者 ２人 ０

家屋被害

全壊 １１６戸 ０

半壊・大規模半壊 ３８６戸 １戸

床上浸水 ５４８戸 ２４０戸

床下浸水 １１９戸 １６３戸

廃棄物仮置場 ３か所 ２か所

①西本宿 ①旧北坂戸小学校

②物見山 ②石井水処理センター

③坂東山
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支援活動結果の概要
（東松山市）

市民等 可燃物 分別・運搬 焼却 （市焼却炉）
自衛隊 畳、布団 分別・運搬・処分 破砕・焼却 （協会員）
一廃連 （セメント）

木くず（再生可能物） 分別・運搬・処分 破砕 （協会員）
廃タイヤ 分別・運搬・処分 破砕 （協会員）
処理困難物 分別 今後処分

家電
金属
粗大ごみ 分別 市の既存ルートで処分
不燃物
危険物

運搬量 １，５２４t    延べ３８８台
処分量 木くず ３５１t

畳、布団 １５６t
廃タイヤ １４t
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今後の課題

• 仮置場の「処理困難物」（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、断
熱材）の処理方法検討

→ 令和２年環境省令第１８号の改正省令(産業廃物処理施設において処理する

産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物を処理することができる)で解決

• 家屋解体（公費解体）７５棟の見込

８月時点で６棟解体

• 家屋の解体・処理のスキーム

解体物は一度仮置場に集積

8



災害発生初期における支援活動の留意事項 Ⅰ
【事前準備】

• 支援事業者リストの再整備 済

(支援可能ツールの確認 人数、重機等)
• 対応体制の再整備 済

(県内４地域毎に班長、副班長、班員を選任)
• 連絡体制の整備 済

• 仮置場の現場管理者の育成 未

（マインド（心）、知識（技） 、スキル（体） ）

• 仮置場の選定（面積、搬入路、地面状況等） 未

• 仮置場の標準モデルを作成 未

• 標準契約書の整備 未

• 標準単価表の整備 未

• 事故やけが等への対応 未 9



災害発生初期における支援活動の留意事項 Ⅱ
【発災後】

（被災者の日常を一日でも早く取り戻す）

• 仮置場の選定（面積、搬入路、地面状況等）

• 住民への広報

(仮置場の設置場所、開設時間、分別等の注意事項)
• 被害状況等の正しい情報の収集と共有化

• 関係者（市町村、県、協会、支援者等）間の認識の共有化

• 仮置場での「行政」と「民間」の役割分担を明確化

• 支援人員及び重機車両の手配

• 県は市町村を積極的に支援
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10.15 東松山市 西本宿
混合廃棄物
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10.15 東松山市 西本宿
混合廃棄物
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10.23 東松山市 西本宿
混合廃棄物を粗分別
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10.23 東松山市 西本宿
混合廃棄物を粗分別
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11.29 東松山市 西本宿
混合廃棄物を粗分別
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12.25 東松山市 西本宿
混合廃棄物の搬出をほぼ終了
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2.1.9 東松山市 西本宿
分別廃棄物（木くず）
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2.1.9 東松山市 西本宿
処理困難物（グラスウール）
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2.1.9 東松山市 西本宿
処理困難物（コンクリートがら 他）
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2.1.9 東松山市 西本宿
処理困難物（廃石膏ボード 他）
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2.1.9 東松山市 西本宿
処理困難物（石綿含有廃棄物）
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東松山市 物見山仮置場
（公園駐車場 砂利）

一般廃棄物連合会が収集分別している仮置場

市民による直接搬入は無

経過

10/23 分別されて保管

ほぼ満杯状態。量は不明

12/25 搬出終了

仮置場閉鎖
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10.23 東松山市 物見山
分別保管
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11.29 東松山市 物見山
分別保管
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12.25 東松山市 物見山
廃棄物の搬出をほぼ終了
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東松山市 坂東山仮置場 1.10.23開設

（公園 芝生）

自衛隊１８０人が収集分別している仮置場

市民による直接搬入は無

支援期間 令和元年１２月２３日～１２月２７日

支援会員数 ２社

経過

10/23 本日午後から、自衛隊１８０人体制で収集分別する仮置場。

廃棄物は見本以外はなし

11/26 支援活動開始

12/27 〃 終了

仮置場閉鎖
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10.23 東松山市 坂東山
受入準備

31



10.23 東松山市 坂東山
受入準備
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11.29 東松山市 坂東山
混合廃棄物を分別
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12.25 東松山市 坂東山
混合廃棄物の搬出をほぼ終了
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坂戸市 旧北坂戸小学校仮置場1.10.14開設

（校庭 土）

市民による直接搬入

支援期間 令和元年１０月２１日～１１月１５日
支援会員数 １社
経過

10/14      仮置場開設
10/15 分別されて保管

搬入車両は少ない
10/21 支援活動開始 ハサミ（.25）１台
10/23 分別されて保管
11/15 搬出終了

仮置場閉鎖
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10.15 坂戸市 旧北坂戸小
分別保管
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10.15 坂戸市 旧北坂戸小
分別保管
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坂戸市 石井水処理センター仮置場 1.10.14開設

（下水処理場 芝生）

市民による直接搬入

支援期間 令和元年１０月１７日～１１月１5日
支援会員数 １社
経過

10/14      仮置場開設
10/15 分別されて少量が保管

搬入車両は少ない
10/17 支援活動開始 ハサミ（.25）１台
10/23 分別されて保管
11/15 搬出終了

仮置場閉鎖
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10.15 坂戸市 石井水処理センター
分別保管
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10.23 坂戸市 石井水処理センター
分別保管
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参考
災害に係る住家の被害認定基準運用指針●水害による被害

(1) 外観による判定

住家の外観から判定し、一見して住家全部が倒壊している場合又は住家の一部の階が全部倒壊している場合は、
住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。

(2) 傾斜による判定（第２次調査のみ）
（木造・プレハブの住家）
住家の傾斜が1／20 以上の場合は、住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。
住家の傾斜が1／60 以上1／20 未満の場合は、(4)により住家の損害割合を算定する際に、傾斜による損害割合を

15%とすることができる。
（非木造の住家）
住家の傾斜が1／30 以上の場合は、住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。
住家の傾斜が1／60 以上1／30 未満の場合は、(4)により住家の損害割合を算定する際に、傾斜による損害割合を

20%とすることができる。
（注３）傾斜は原則として住家の1 階部分の四隅の柱又は壁の四隅を計測して、単純平均したものとする。
(3) 浸水深による判定

（【木造・プレハブ】戸建ての１～２階建てであり、かつ、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突の外力被害
がある住家）

一見して浸水深の一番浅い部分が１階天井まで達したものについては全壊、床上１ｍまで達したものについては大
規模半壊、床上まで達したものについては半壊、床上まで達していないものについては半壊に至らないと判定する。
浸水が床上まで達していないものについては、住家の損害割合を20%未満とし、半壊に至らないと判定する。

（それ以外の住家）（第２次調査のみ）
浸水が床上まで達していないもの（外観に外力による損傷があるもの等を除く）については、住家の損害割合を20%

未満とし、半壊に至らないと判定する。
(4)部位による判定（第２次調査のみ）

住家の主要な構成要素の損傷に係る目視調査結果等から、部位ごとに損傷率を算定し、当該損傷率に部位別構
成比を乗じて得られる部位別損害割合の和を住家の損害割合とする。住家の損害割合が50%以上の場合を全壊、
40%以上50%未満の場合を大規模半壊、20%以上40%未満の場合を半壊、20%未満の場合を半壊に至らないと判定
する。

なお、木造・プレハブの住家にあっては、基礎又は柱（又は耐力壁）の損傷率が、非木造の住家にあっては、外壁、
柱（又は耐力壁）又は梁の損傷率が、75%以上の場合は、住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。
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